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日光市障がい者計画（第３期計画）（原案）に係るパブリックコメントの結果につ

いて 

 

 この計画は、日光市における障がいのある人のための施策に関する基本的な考え方

や方向性を定め、計画的に推進するために策定します。 

 今回、寄せられましたご意見を参考にしながら、日光市障がい者計画（第３期計画）

の策定を進めさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

１ 意見募集の実施状況 

（１）意見の募集期間  令和３年１２月１０日（金）～令和４年１月１１日（火） 

（２）意見の提出状況  １名（１件） 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

ご意見の概要 市の考え方 

◇１ 

医療的ケア児について 

 １頁『医療的ケア児の健やかな成長を

図るとともに、その家族の離職の防止を

資し～』と明記されてありますが、実際

の家族の生の声が確実に日光市に届いて

いるのか動きが見えずとても不安です。

周りをみても母親が離職せざるを得ない

状況がほとんどです。 

医療の進歩で今後も医療的ケア児が増

えてゆきます。支援学校、訪問教育、普

通学校。それぞれの家族の希望が当たり

前のように受け入れられるような、住み

やすい、子育てしやすい日光市の実現を

願います。 

日光市にも医療的ケア児支援センター

の設立・コーディネーターの配置、看護

師配置と医療的ケア児及びその家族が安

心して保育所等を利用し、保育所等にお

いて安全な受入れを実施するためガイド

ラインの策定を希望します。 

「支援法」では、医療的ケア児と家族の

支援に関し国や地方公共団体の責務が明

  

 医療的ケア児については、基本目標２

（１）「けんこう《保健・医療の支援》」

において位置づけております。いただい

た御意見を参考にしながら、関係機関と

連携し、今後の対応について検討してま

いります。 
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記され、医療的ケア児の日常生活及び社

会生活を社会全体で支えることが基本理

念として規定されています。日光で受け

入れるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


